
大
疋
調
停
六
園
喝
ニ
+
↓
目
・
壁
一
組
剛
健
幽

'aw喝
A
U
曹
司
↓
困
↓

Ra制
ν

含学冴写経字大関帝都京

春三十二聾芸名五E買
ヨfT電車旨日ー一月-→ー司主三五寸-]J三ブS

論
刷

消
費
税
の
理
想
ご
し
て
の
一
型
賃

借
格
の
一
理
論
-

伊
哉
の
百
姓
一
挟

陪

問

拾

醐

再
び
我
闘
の
人
口
問
題
に
就
て

組

疏

鴨

池

ア
ダ
ム
・
ス

t
ス
の
労
賃
論

妙
心
守
の
寺
領
ご
領
民
の
責
措

岬

概

錦

蛾

涯
世
の
法
悦
ご
比
一
般
的
普
位
性
匂
匂
州
一
山
M
M

信
州
小
布
施
の
地
制
制
度
設
相
前
弔
問
1

5
E
Z
S皇
内
叫
に
就
ち
て
・
註
授
草
博
士

英
吉
利
海
一
辿
の
統
計
的
研
究
義
組
州
市
川
仰
上

努
陸
露
闘
の
換
算

-

-

E

E

-

-

-

続器
l

-ン

L

ム
ベ

l
タ
!
の
シ
ー
モ
ゾ
ヲ

l
槻
-
需
品
中
l

謹A 
V 

我
技
法
山
中
博
士

九
州
帝
岡
大
町
川
下

鉄

授

文

明

間

J
J

敬

授

純

神

田

a

士

数

授
法
事
博
，
j

議

轄

載

講

師

粧

耐

県

1

純
神
山
中
ト

h

果市 J伸

正田戸

保正

巌 局 雄

山

本

美

越

乃

中森

)1¥叫
典前

之-

Jl}J :郎

小
川
一
拍
太
郎

三
三
↓

ι一、
ι
i
p
h
H

.
ヰ
け
M

ゃ
丸
、

1
一艮

'
I
1

引

山

市

滑

申

ム

日

H

M

L

I

主
円
、
り
J
B

小
品
目
臼
太
郎

汽

川

秀

造

菊

間

太

郎

+
E
 

郵
他
年
金
A
V

・
町
制
作
T
A
山
特
別
骨
計
規
則
・
れ
問
問
h
4
A
似
川
刷
則
・
仙
劫
保
陥
川
川
中
直
立

υ押下一一…………



雑

鍬

信
州
小
布
胞
の
地
割
制
度

信
州
小
布
施
の
地
割
制
度

本

庄

柴

治

郎

犯
は
本
誌
第
二
十
二
審
六
就
に
於

τ
「
長
野
脈
下
に

於
り
る
地
割

ω慣
行
」
ぜ
旭
L
・
信
州
上
高
井
郡
川
田

村
に
お
り
る
地
割
慣
行
に
つ
い
て
を
の
一
斑
を
述
べ

た
。
北
(
際
附
言
せ
し
如
〈
、
同
保
山
り
慣
行
は
北
(
附
迂
各

地
に
も
行
は
れ
工
ぬ
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
返
私
は
上

お

A

ぜ

高
井
郡
小
布
施
村
に
つ
い

τの
現
行
地
割
制
度
に
闘
す

る
規
税
を
一
覧
す
る
こ
己
を
得
た
か
ら
‘
滋
仁
そ
れ
を

紹
介

ι
ゃ
う
ご
思
ふ
。

元
来
小
布
施
村
の
地
制
慣
行
も
、
や
は
ち
徳
川
時
代

か
ら
存
す
る
も
の
、
如
〈
で
ゐ
る
が
.
明
治
初
年
に
は

小
布
施
村
大
字
小
布
施
の
二
回
郎
も
町
組
正
林
組
ご

で
、
字
古
島
耕
地
全
面
積
凡
そ
四
十
町
歩
の
地
を
共
有

し
て
居
た
。
こ
れ
を
雨
組
で
二
等
分
L
、
各
組
い
於

τ

は
各
戸
へ
高
劃
一
一
分
の
つ
戸
数
制
二
分
の
一
の
割
合

仁
て
配
賞
L
、
二
十
年
毎
仁
樹
替
へ
T
居
た
も
の
で
め

{
第
五
親
一
三
O

)

λ

一ニニ

る
o
然
る
に
地
券
設
定

ω際
恥
町
組
よ
b
小
布
施
会
臆

の
戸
数
に
鹿
じ
て
配
分
す
ぺ
し
ご
の
主
張
が
超
h
、
結

局
・
町
組
五
分
七
組
、
林
組
四
分
三
垣
内
比
で
会
耕
地

を
二
分
す
る
・
』
記
、
な
っ
た
。

其
後
林
組
に
て
は
、
明
治
四
十
一
年
仁
至
っ
て
規
約

を
定
め
従
来
の
慣
行
た
る
高
樹
二
分
の
一
、
戸
数
割
二

分
山
一
の
配
賞
卒
を
改
め
て
・
各
戸
平
等
に
分
割
す
る

ζ

己
仇
し
た
が
、
一
見
じ
大
正
十
年
二
月
規
約
を
改
定
し

て
現
在
に
及
ん
で
ゐ
品
。

町
組
の
方
で
は
、
別
に
規
耗
等
も
な
〈
慣
習
に
よ
っ

て
制
替
を
や
っ
て
居
た
が
、
大
正
十
一
年

4
b
水
道
施

設

ω資
金
に
充
つ
る
だ
め
、
企
画
磁
を
小
作
仁
附
す
る

二
己
、
な
h
、
現
在
も
同
様
で
b
っ
て
、
制
替

ω貨
を

存
せ

F
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
以
下
越
ぷ
る
所
の
地
割

制
度
は
、
林
組
だ
け
に
つ
い
て
行
は
れ

τ
ゐ
る
こ
ぜ
で

ゐ
る
。猶

、
青
島
耕
地
は
町
組
林
組
会
舘
で
凡
四
十
町
歩
で

あ
っ
た
が
、
千
曲
川
り
河
道
師
出
動
の
た
め
に
、
現
在
で

は
凡
そ
三
十
町
歩
正
な

b
、
戸
数
は
大
正
十
四
年
の
拡

態
で
は
町
組
約
四
百
三
十
戸
・
林
組
約
百
戸
・
総
計
約

第
二
十
三
容



五
百
三
十
戸
で
あ
る
。

一一

大
正
十
年
二
月
十
五
日
設
定
質
施
に
か
、
る
「
長
野

脈
上
高
井
郡
小
布
施
村
大
字
小
布
施
林
組
佳
民
規
約
」

に
於
て
は
‘
林
組

ω現
在
戸
主
た
る
住
民
を
甲
乙
二
柿

に
分
っ
て
居
る
。
甲
佳
民
ご
は
、
規
定
蛍
時
林
組
内
に

満
二
十
ヶ
年
以
上
本
籍
を
有
す
る
家
の
戸
主
で
ゐ
つ

τ、
且
明
治
四
十
一
年
四
月
十
二
日
設
定
の
林
組
規
約

に
会
加
し
た
る
も
の
を
い
ひ
、
右
以
外
の
戸
主
で
あ
っ

τ、
林
組
内
に
居
住
せ
る
も
の
を
乙
住
民
4
す
る
(
刷
4

3
0
郎
も
叩
住
民
は
、
大
健
仁
於

τ、
従
来
よ
b
の
制

地
に
劃
す
る
離
別
者
を
指
稀
し
た
る
も
の
吉
見
て
蒙
支

な
か
ら
う
。

こ
の
甲
乙
の
医
別
は
、
青
島
耕
地
及
び
英
他

ω
不
動

産
の
使
用
貸
借
及
び
用
待
機
仁
つ
V

て
大
な
る
差
異
が

あ
る
。
郎
も
現
行
規
定
に
よ
れ
ば

(
イ
)
林
組
所
有
の
不
動
産
を
岡
村
管
球
規
定
に
よ
り
使

用
貸
借
を
錦

f
常
事
者
は
、
申
住
民
に
隊
h
、
叩
住
民

は
謹
帯
し
て
其
貸
借
契
約
を
締
結
す
る

B
r
g
o

(
ロ
)
右
の
方
法
に
よ
っ

τ伯
受
り
た
る
不
動
産
小
・
宇

信
州
小
布
施
白
地
割
制
度

雑

鋒

青
島
耕
地
を
使
用
牧
盆
す
る
纏
利
は
甲
住
民
の
み
の
共

有
ピ
す
る
。
古
島
耕
地
以
外
の
不
動
産
及
び
嘗
部
落
有

英
他
の
財
産
は
総

τ甲
乙
住
民
共
闘
し
て
使
用
す
る
こ

Z
が
出
来
る
(
第
λ
峰)。

郎
も
乙
住
民
は
古
島
耕
地
以
外
に
つ
い
て
、
甲
住
民
が

貸
借
契
約
の
賞
事
者
£
な
っ

τ借
h
受
り
た
不
動
産
に

つ
い
て
、
甲
住
民
正
共
同
し
て
使
用
す
る
機
利
の
み
を

有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
ゐ
っ
て
、
不
動
産
の
使
用
貸

借
契
約
の
締
結
・
吉
島
耕
地
の
使
用
牧
盆
構
等
は
会
(

甲
住
民
の
み
が
有
す
る
所
で
あ
る
。

か
〈
の
如
〈
甲
住
民
は
い
は
い
γ

特
楳
階
級
仁
属
す
る

も
の
で
ゐ
る
が
、
乙
住
民
が
甲
佳
民
正
な
h
得
る
場
合

も
務
め
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
僚
件
は
(
第
二
十
三
保
)

(
イ
)
評
議
員
曾
の
定
む
る
加
盟
金
を
、
申
込
の
年
よ
b

二
十
ヶ
年
間
継
縦
し
て
納
入
し
た
る
ご
き
、

{
ロ
)
甲
佳
民
の
家
族
に
し
て
分
家
に
悶
b
る
住
民
芭
な

り
た
る
者
は
、
十
グ
年
間
総
制
し
て
右
の
加
盟
金
を
納

入
し
た
る
ご
量
、

而
し
て
他

ω部
落
よ
り
新
に
林
組
に
鞠
住

L
来
っ
た
戸

主
が
、
甲
住
民
よ
h
保
殺
人
を
立
て
評
議
員
曾
の
承
認

部
二
十
三
番
(
体
五
統
一
三
一
)

一

λ
コ二一一



ハ
い
同
州
小
布
施
山
地
制
制
民

を
得
、
且
評
議
員
曾
の
定
む
る
加
入
金
を
納
め
、
以
後

毎
年
交
際
貨
セ
納
入
す
る
場
合
に
は
、
始
め
て
本
規
約

に
よ
る
乙
住
民
己
な
b
得
る
も
の
で
あ
る
お
一
干
民
)
。
一

こ

ω乙
住
民
が
延
じ
叩
位
以
た
ら
ん

Z
す
る
仁
は
、
一
見
一

に
前
逃

ω峻
件
を
履
行
せ
な
け
れ
ば
な
ら
尚
一
】
ご
は
勿
一

論
で
あ
る
。
ま
た
山
水
悦
相
似
の
川
叫
ん
甘
に
、
北
(
相
縦
人
が
一

桃
利
義
務
を
紘
一
水
す
る
こ
正
は
い
ふ
迄
も
な
い
富
二
十

六
陥
)
。

一一一

以
上
の
如
〈
戸
主
た
る
住
民
に
は
叩
乙
の
二
和
制
仙
の

も

ω一
が
あ
る
わ
リ
で
あ
る
が
、
地
制
制
度
に
つ
い
て
は

叩
住
氏
的
み
が
共
雌
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
而

L
一

て
そ
の
地
制
制
度
の
行
は
れ
て
ゐ
る

Z
A
】
ろ
は
古
一
島
耕
一

地
で
あ
る
。

土
地
制
出
川
の
川
崎
準
は
、
叩
住
民
各
戸
へ
平
等
に
制
h

一

砂
田
つ
る
も

ωで
ゐ
つ
工
、
そ
ゆ
用
徒
出
惟
を
他
人
に
移
輔
一

し
又
は
指
保
に
供
す
る
こ
ピ
を
許
苫
な
い
。
耕
地
の
使
↑

周
期
間
は
二
十
年
を
以
て
一
則
正

L
、
各
州
刑
毎
に
削
換
一

4

ぜ
な
す
も
の
で
あ
る
が
(
ゆ
卜
一
也
、
現
附
一
戸
常
h
反
別

A
Z
一
世
、

;
I

は
一
反
五
畝
で
ゐ
る
ご
い
ふ
o

こ
の
制
常
て
に
よ
っ
て

存証

長量

(
み
訓
銃
二
三
一
)

生
じ
た
端
数
的
残
地
は
、
持
議
川
日
命
悶

ω議
決
に
よ
っ
て

賃
貸
北
(
他

ω方
法
に
よ
っ
て
雌
分
す
る
一
】
ご
が
出
来
る

(佑
f
じ
保
)
0

守、岨剛一時じ勾伸一I

部
ニ
イ
三
谷

" 
匹l

耕
地
悦
用
者
は
土
地

ω
形
朕
を
遊
具

1
る
を
得
5
る

も
山
り
で
あ
る
が

(
4
山
凶
作
)
、
天
災
共
仙
山
一
叫
後
じ
よ
り

滅
失
又
は
著
し
〈
地
形
を
姥
延
し
た
る

t
き
は
、
其
使

用
不
能

ω
侃
朱
は
、
北
(
期
間
中
使
用
者
り
品
目
拾
に
蹄
す

る
。
似
其
滅
失
り
程
度
古
島
耕
地
金
而
肢
の
二
分
一
以

上
に
述
l
た
る
‘
己
主
は
、
評
議
員
命
日
の
議
決
に
よ
り
、

制
換
を
絡
す
ぺ
き
も

ω正
し

τ居
る
宗
十
一
保
)
G

叩
住
民
は
削
賞
耕
地
じ
謝

L
、
使
川
料
を
支
仙
酬
は
な

り
れ
ば
な
ら

ρ
(部
士
辰
吉
そ
れ
仁
つ
い
γ

て
は
耕
地
を

似
宜
上
叩
乙
ニ
悩
に

M
A
I
L

(
イ
)
巾
悩
に
帆
到
す
ゐ
使
川
料
は
、
大
ハ
J
小
衛
施
州
地
上

等
小
作
料

ω六
削
引
に
相
川
市
す
る
削
合
を
以

τ評
議
員

曾
に
て
之
を
定
め
る
。

(
ロ
)
乙
悩
に
封
す
る
使
用
料
は
、
同
村
部
溶
有
財
産
管

沼
規
定
に
よ
っ

τ負
世
間
す
る
費
用
支
併
に
必
要
な
る
程

度
に
於

τ許
議
長
曾
で
之
を
定
め
る
。

こ

ω使
用
料
を
毎
年
七
月
十
月
の
二
回
に
徴
収
す
る
も



の
で
わ
る
が
、
そ
の
賞
額
は
毎
年

ω小
作
料
の
相
場
に
を
怠
h
た
る
ご
き
は
、
評
議
員
品
目
の
議
決
に
よ
り
、
削

よ
っ
て
契
る
も
、
一
戸
時
同
む
の
耕
地
剖
も
一
反
五
畝
に
常
耕
地
の
使
用
他
を
五
グ
年
間
停
止
す
る
宗
十
凡
怯
)
O

封
L
て
拾
試
問
乃
至
姶
五
回
前
後
の
も
の
で
あ
る
ピ
伸
二
こ
了
日
却
を
県
げ
て
他
り
部
落
に
輔
佐
し
た
る
ご
一
昔
、

開
L
て
居
る
o

但
、
次
の
如
き
場
合
に
は
使
用
料
の
減
一
其
暢
位
中
、
制
蛍
釧
仰
の
使
用
棋
を
停
止

L
、
者
[
十

兎
を
受
〈
る

e

二
、
が
出
来
m
Q
C

一
ク
年
内
に
腕
戒
せ
さ
る
に
き
は
、
共
使
用
離
を
喪
失

(
イ
)
前
越
の
使
用
不
能
に
騎

L
た
る
場
合
。
評
議
員
品
目

-
L、
組
よ
h
除
名
せ
ら
る
(
部
十
九
峰
)
。

の
議
決
に
よ
り
、
英
郎
数
に
山
崎
じ
て
使
川
料
を
弘
除
す
(
こ
規
約
に
港
背
[
若
〈
は
組
内
山
安
寧
秩
序
を
奈
す

る
-
}
ご
を
得
。
但
兎
除
せ
ら
れ
た
る
加
地
が
巾
附
に
瓜
一
の
行
筋
ゐ
る
ご
さ
、
役
員
総
曾

ω議
決
に
よ
h
之
島
4

除

ず

る

ミ
u
は
、
北
(
挽
除
に
よ
巴
使
用
料

ω減
牧
を
市
川
締
一
名
し
一
切

ω椴
利
を
失
ふ
(
銘
二
十
二
峰
)
。

す
る
た
め
評
議
員
合
の
議
決
に
よ
み
り
、
叩
乙
附
附
残
存
一
右

ω如
〈
に

L
て
使
用
機

ω停
止
者
〈
は
喪
失
ゐ
b
た

地

ω使
用
者
仁
劃
I
共
使
用
坪
数
仁
感
じ
其
負
加
を
精
一
る
ご
き
、
業
耕
地
に
現
存
す
る
生
産
物
、
工
作
物
其
仙

加
す
る
こ
ど
を
得
へ
か
1
一一候
)
0

一
の
定
着
物
は
他
の
叩
住
民

ω
共
布
に
附
す
る
(
を
7
1

一

(
ロ
)
減
品
目
枕

ω場
合
。
古
島
耕
地
が
天
災
北
(
仙
の
羽
越
一
竪
o

但
、
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